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1章  本計画の目的 
1.1 計画策定の目的 

本計画は、本市における平常時の災害予防対策と、災害発生時の状況に即した災害廃棄物処理

の具体的な業務内容を示すことにより、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を目指すもので

ある。 

 

1.2 計画の位置付け 

本計画は、環境省の定める災害廃棄物対策指針(平成 30 年改定)に基づき策定するものであり、

「福島県災害廃棄物処理計画」、「南相馬市地域防災計画」（平成 31 年改訂）と整合をとり、適正

かつ円滑に災害廃棄物の処理を実施するため、担当部署等の具体的な業務内容を示している。 

本市で災害が発生した際、災害廃棄物等の処理は、本計画で備えた内容を踏まえて進めるが、

実際の被害状況等により柔軟に運用するものとする。 

 

 

図 1.1 災害廃棄物処理計画の位置付け 
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2章  基本的事項等 
2.1 対象とする災害 

本計画では、地域防災計画で対策上想定すべき災害（地震災害、水害及びその他自然災害）を

対象とする。 

地震災害については、地震動により直接生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火災、液状

化、土砂崩れ、爆発その他異常な現象により生ずる被害を対象とする。 

水害については、豪雨、台風などの多量の降雨により生ずる洪水、浸水、冠水、土石流、山崩

れ、崖崩れなどによる被害を対象とする。 

本計画で想定する災害は、地震災害及び風水害として、最大規模のものを適用した。 

地震・津波災害の想定は、既往調査結果による被害を比較し、浸水被害が想定される被害のう

ち、建物被害による棟数が最も多い「津波浸水想定区域図」（平成 31 年 3 月作成）（表 2.1 参照）

を適用した。 

風水害の想定は、「洪水浸水等想定マップ（平成 26 年 3 月）」（表 2.2 参照）の浸水想定区域

を適用した。「洪水浸水等想定マップ（平成 26 年 3 月）」は、真野川、新田川、太田川及び小高

川の浸水被害について、県が大雨を想定したシミュレーションの結果に基づき、市が作成した浸

水想定区域である。 

表 2.1 想定する災害（地震・津波） 

項目 想定被害 

本市における 
建物被害 

全壊 1,579 棟 
半壊 2,077 棟 
床上浸水    61 棟 
床下浸水    90 棟 
計 3,807 棟 

浸水被害（浸水面積） 17.7km2 
（住居部 2.6km2） 

*1：東北地方太平洋沖地震（内閣府モデル）と房総沖を波源とする津波

（茨城県モデル）を重ね合わせた最大クラスの津波。建物被害は、浸

水深ごとの建物被害率（南海トラフ巨大地震の被害想定）に浸水深ご

との建物棟数（総務省 GIS）を乗じることで求めた。 

表 2.2 想定する災害（風水害） 

項目 想定被害 
想定水害 真野川、新田川、太田

川及び小高川の氾濫 
本市における 
建物被害*1 
 

全壊  207 棟 
半壊  612 棟 
床上浸水  2,641 棟 
床下浸水 4,189 棟 
計  7,649 棟 

*1：建物被害は、浸水深ごとの建物被害率（南海トラフ巨大地震の被害

想定）に浸水深ごとの建物棟数（総務省 GIS）を乗じることで求め

た。  
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（参考）対象とする災害（津波浸水想定区域図（平成 31 年 3 月作成）） 

 

  




